
開発行為の事前協議から帰属までの流れ 

 

 

開発指導課 

 

 

担 当 課                  

                       

 

担 当 課                 事前協議で協議した内容を協議書として作成する 

 

 

      

 

 

担 当 課 

開発指導課                  

補修担当課                  

 

担 当 課 

開発指導課 

補修担当課 

 

 

担 当 課                 帰属後３年間の補修は開発者が行う 

 

 

担 当 課 

 

 

都計法第３２条同意申請書及び協議書に添付する書類 

 

１ 位置図・区域図      ８ 排水施設計画縦横断面図 

２ 公図           ９ 排水施設構造図 

３ 現況平面図        10 開発面積求積図 

４ 土地利用計画図      11 道路縦横断面図 

５ 造成計画平面図      12 道路構造図 

６ 造成計画縦横断面図    13 工作物の構造図（橋梁等） 

７ 排水施設計画平面図    14 道路付属施設の構造図（ガードパイプ等） 

 

（注）図面の作成は「開発許可申請の手引き」の開発許可申請図書の作成要綱により作成すること 

（注）提出書類はそれぞれ２部作成すること 

事前協議 

事前協議 

第３２条の同意・協議 

開発許可・着工 

中間検査 

工事完了・完了検査 

帰属手続き 

管理引継ぎ 

開発者と担当課が具体的な協議を行う 

（詳細な図面が必要） 

開発者が検査希望日の１０日以上前までに 

検査依頼書を開発指導課に提出し，検査を受ける 

開発者が帰属手続きに必要な書類を市に提出し， 

検査を依頼する 

帰属後３年経過時点で現地立会のうえ引き継ぐ 

この際，不備があれば開発者が補修する 


